
１ 概要

 県内事業所従業員を対象に、①血圧測定をする環境整備（血圧計貸与）、
 ②血圧測定の動機付け支援、③継続的なフォローアップを通じ、
 家庭における血圧測定習慣化を目指す。

２ 参加者

 県内５事業所の従業員127名

 

３ 事業内容

 (1) 参加者向け説明会(12月上旬)

  事業説明、血圧に関する健康教育、アンケート、体組成の計測を各事業所で実施

 

  

  

 

リンメール(11名;島田市)、スルガ観光(16名;吉田町)、藤和乾物(41名;藤枝市)、
静岡部品(27名;富士宮市)、シード(32名;三島市)

　血圧測定習慣化促進事業（ポピュレーション・アプローチ）



３ 事業内容 

 (2) 保健師によるフォローアップ(12月上旬～２月上旬)

  ・頻度：約２週間に１回

  ・内容：動機付け支援、受診勧奨（Ⅰ度以上の高血圧の方が対象）、健康教育

 (3) アンケート等の実施

  ・フォローアップ終了後、体組成等の測定及びアンケートを２回実施

 (4) 事業所へのフォローアップ

  ・実証事業の結果を各事業所にフィードバック（1月上旬・２月中旬）

４ R5年度事業

  R5年度は、県下全域において、健康福祉センター、市町、保険者、事業所と連携し、   

  実証事業を継続。

  

 

参加者からの感想
・「1 日のうちでこんなに変動があるとは知らなかった。朝高い、夜高いのもよくな
  いことも教えてもらって初めて知った。」
・「今まで言われたことがなかったので、こんなに血圧が高いと思っていなかった。」

　血圧測定習慣化促進事業（ポピュレーション・アプローチ）



１ 概要
 高血圧の重症化による脳卒中などのイベントを予防するため、血圧高値者を医療機関
受診につなぎ、高血圧の改善をはかる。県内保険者において、特定保健指導に加えて、
特定保健指導対象に該当しない方への高血圧重症化予防への取組を推進する。

２ 保険者における実施状況（Ｒ４年度 健康増進課・国民健康保険課調査）

  
  

３ 研修会の開催等
  特定保健指導に関する研修会において、高血圧に関することを取り上げて実施

基準 健保組合 市町国保・国保組合
Ⅰ度以上 ３ ６

Ⅱ度以上 １１ ２３

Ⅲ度以上 ３ ３

その他 ３ ０

基準なし ２ ０

 計 ２２（50％） ３２（80％）

＜今後＞
・実証事業を通じて得た知見をもとに、血圧測定習慣化のための啓発等を実施。
・本事業を手がかりに、地域職域連携による、地域における効果的な健康づくりを推進。

　血圧測定習慣化促進事業（ハイリスク・アプローチ）



【県民だより10月号】

　血圧測定習慣化促進事業（ポピュレーション・アプローチ）



 

　血圧測定習慣化促進事業（ポピュレーション・アプローチ）


